
３  史跡  

１  指定に る経  

（１）指定 の調査 

鵜久森経峰 13（1938）年10 に、史跡として の文部大 の指定を する 、

能島城の調査研究を の調査 14（1939）年に 『伊 水軍と能島城

趾』に記 て 、能島城の 遺構の現 記 て る  

 11の「能島城趾 」に 、「本 」「 」「三 」「 」「 出 」「 崎出

」の の郭 「 」「 」な るとと に、「 地」な の 用 に て

記 る ま 、「 」「 大 」な 、 部に る

トの存 て る と 注 す と る  

 書に ると、能島の現 として「海 の の な と 本 、

、三 、出 等の跡 として て る」とし、周 る 、

の鵜島に して「 」と 出 、 崎島に して 「 出 」 るとして る

な 、能島城の に て 、「能島に 崎島に な の跡 て な 」として

る   

 ま 、鵜久森 、能島と 崎島との周 に 、水軍の 地として 要な軍 、 の

の な の として る すな ち、 崎島の と能島の に 出し

とを する て の な と考 て る に、能島の に る 地

の に 、マ ま の 太 まま海中に て るとして る  

鵜久森 能島城を「 な関 城 」「 日の海軍要 部 の をなす の」と

づ 、軍事的 としての を 調し  

の鵜久森 の調査成 を 、海 の に に注 し、 に 上

11：能島城 （ ） 
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の城跡の を 調し の 上田三平 上田 、 崎城跡 島城跡に

の遺構 存 する とを指 し、海 の遺構 水軍城郭の る とを指 するとと に

に の構 み る の 研究の 要 を指 し  

（２）指定に る経  

14（1939)年に 鵜久森 の 書『伊 水軍と能島城趾』の に の

「史蹟として文部大 の指定を する 地に調査し 」と 、 に 、「 の能

島城趾 年 一 史蹟 勝 記念物保存法の 定に基 史跡として調査指定方を文部大 に

中 る」と記 て る し し、 上海賊 ジ に保 文書に ると、

に の を の 18（1943）年  

の を て、 19（1944）年11 に史跡指定 て る 、文化財保護委員会

中、 報 とな て る と し、 の上、新 に を

出し、 28（1953）年 31日 て能島城跡として国の史跡に指定 史跡の指

定 のと る  

２  指定の  

（１）史跡指定の  

 本史跡 、 28（1953）年 31日に国の史跡に指定 史跡の指定 のと

る  

地 文 記 ５

１年 日

文化財保護法（ ２５年法 ２１ ）

１ の 定に 、 ２ 年 １日 記の

指定しまし します

な 、 １年 日文化財保護委員会告

１１ 報告 しまし 念の し ま

す

史跡

能島城跡

地 愛媛県 大 能島

指 定 地域 の内 １、 の内 ２

の ち の内 １

に る部

文化財保護委員会

委員 一

史跡の指定に て

記
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地 文 記 ５

１年 日

大

文化財保護法（ ２５年法 ２１ ）

１ の 定に 、 ２ 年 １日 記の

指定しまし します

な 、 １年 日文化財保護委員会告

１１ 報告 しまし 念の し ま

す

史跡

能島城跡

地 愛媛県 大 能島

指 定 地域 の内 ２

の ち

に る部

文化財保護委員会

委員 一

史跡の指定に て

記

地 文 記 ５

１年 日

文化財保護法（ ２５年法 ２１ ）

１ の 定に 、 ２ 年 １日 記の

指定しまし します

な 、 １年 日文化財保護委員会告

１１ 報告 しまし 念の し ま

す

史跡

能島城跡

地 愛媛県 大 能島

の ち

に る部

委員 一

史跡の指定に て

記

文化財保護委員会

史跡 （ ） 
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（２）指定の  

史跡の指定 のと る  

 能島城跡（のしま と） 

告  文部 告 11  

指定年 日 28（1953）年 31日 

指定  史跡 

指定基  城跡、国 庁跡、城跡、 公庁、 跡 の 政 に関する遺跡 

指定地域 

、 、 、 、 地の 地

40 内の海 に 地 55 内の海

 

指定  （能島 15 045  崎島 ） 

 

地 

（ 記 て な 定 て な ） 

（ ）、 （ ）、中 （ ）

、 、 、 地 

（ 愛媛県 一 地１） 

 
 （平成 日１ 日 ） 

指定年 日 33 年２ 日 

指定 文 

 予海 に する 瀬戸に て、 代 上義 に と

伝 、 代の 城 ると に伊予水軍の 地とな  

海 の を する に る能島の 上を 平して本 となし、 三

方の 、 、 の三 を て の る に 出して る出 と

、海 を てて鵜島に し、 に 方 崎島と する に 一 の

と する出 る 三の の の に して の平 地をなし、 の

に 入 て の集 に し、 を鵜瀬と 能島の に

海 を てて 崎島 、 の 上 平 て て、出 として 用

て  

能島の 部海 の 上に の の跡 、 、 の の

、 に 三 に する の 、 しくな 三 、

三 五 の に 五 の をなして て 等 物の跡と

る の の の 部海 に 、 の海 に一 、

に 、 に の平地の に 本 基の埋 して る の な

くな の遺構と る  

 崎島の の 上 五 に る に の て、 の

跡と 、 に の 上に の跡 る 能島に する

上に の て、能島と する構 物 と る  

 の に本城跡 な構 く遺存して る なく、史上重要

な瀬戸内海水軍の 地として に 、学 上価 る遺跡 る  
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12：史跡  
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 指定 の調査・研究 

（１） 史的 景 

）文 にみる能島城 

能島城 、 ５（1349）年に「 」、 12（1405）年に「能 」として史 上に現

る海賊、能島 上 の 的城郭として中世 に 能し と る  

の能島城の する 予 島地域 、 上 を とし 海賊 と る海上

な活 を し、 古 文物 の大 る瀬戸内海 の要 に する地

域 の中 要な を
く

する 島、 の 、海 の な に 海

上 の城郭 く て 、能島城 の代 的な の る  

戸 に編 能島 上 の に ると、三島 上 の と る

国を経て瀬戸内海に し、「予 能島 城」 ち入 、 上 の とを と

る ま 、 （1419）年、 上山城 能島城を 城し と る る 、

世の史 を とし の 、一 史 に る な  

一 史 に る「城」としての「能島」の用 に て して な初 、

文 （ ）年の「大内 書 」（『 島 社 文書』） る と 指 て

る〔山内 1992〕 「 景教能 城 」と 、 島 社 る 景教 能島城に

して と 記 て る 世紀中 に 能島城 「城」として て と

る 、 し年代 る史 に 城としての「能島」を す 能 る記 る  

文 10（1541）年に周 の大内 予 島を し に、大内 の海の として活 し

て 井 の を記し 書 る の 「水 」 「 」を て

る と 海上 、大三島・ 崎・ ・能島・ 島 井 に て

て る と る（『 井文書』）  

文に る「能 」 、城としての能島を指す の記 な

、 く「 崎」に注 する と 、 の記 城としての能島を指す 能 を指 る

の『 井文書』に 文 10（1541）年の の出 事を記し 一 の書 存 する

大内義 井 に て 、「 四日、 崎要 、

注 、 、」と る に し の報告書に し、大内義

の とを し 、 ま の史 と の とを して る 、 の記 のな

注 るの 「 崎要 」の文 る  

の史 「 崎」とのみ記 て る のの、 の史 「 崎要 」と て る

ま く「 崎」と 記 「能 」に て 「能島要 」と る と

ると と る るな 、一 史 に る城としての能島の初 る

る ととなる  

し、本史跡 の 集遺物の年代 14 世紀 世紀 る と 指

て る〔柴田 2002〕 ち 城年代 14世紀 を すと 、能島の 用の

として づ る と し 一方、文 の初 、城としての 用、 ま 城 を す

の と と、史 存の の 題 し 山内 、「能島」の用 14世

紀中 の ５（1349）年に る とに し、 の用 にみる「 島」 す に 予 島

活 を て 、 の として能島に 城 て として な と指 し
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て る の 解を ま 、 城 に て 調査に る遺構・遺物 の を

要として る  

と 、城としての能島の に る 能 を す文 史 ると と

な 佐伯真一・山内譲の に る『予章記』の 新の研究に 、基本的な本文を

する の 『予章記』として 的古 書 に る のを「古本 本」として る し

て の古本 の記 の中に、「能島城 」の文 を る と る 山内 本とし

の 「 能文 本」と る の 、 の 方 世紀 18世紀初 に書

し のと  

く古本 として 「 本」 る 、 に 「能島城」の文 る と

注 〔伊予史談会編 1982〕、書 の 本とな 「 『予章記』」〔山内 〕に 「能島

城」の文 記 て 能 ると指 る 題 、 『予章記』の成立 る

、山内譲 久の 代 る 15 世紀 に成立し、15 世紀 の教 の 代に部 的

な 成 、「古本 」 と指 して る〔山内 2018〕 るな 、

城としての能島の記 15世紀代に る 能 ると  

の に 能島城に関する記 く るの 、 して ２（ ）年に、

能島城を の史 に 、「能島要 」と 文 を る と る 軍事

としての「能島」の存 を る用 の一 として づ る と る（『 』） 

「要 」と 用 に し 、 な史 に し 用 を る と る 松田毅

一・川崎桃太 訳し 『フロイス日本史』〔松田・川崎訳 1991〕 る 14（ ）年

に を出 し フロイス 一 、 予 島に をし にし 「大 城」と

文 る 「日本 大の海賊」と 「能島 」 る「 る島」に構 「大

城」 る と 、 の城 能島城 る と考 る に『フロイス日本史』

の 本とな 版（大 史 蔵） 、 の「大 城」の部 に て、 文に

「fortaleza grande」と記 て 、 ト 「grande」 「大 」、「fortaleza」

「要 」と にな 、能島城 教 要 として て とを して る

な フロイス一 の の記 に 、能島城を に 保 を し、 海の を保 する

能島 上 の を る と る ま のみな 、平 の経 活 の として 能

島城 能して 能 を して る 上 の城の を考 る 重要な と

 

の 島に立地する能島城 「城」として る と に て 、 ５（ ）

年に る 城 の 上 の と 事 に し、 る史 「 島」、

の史 「 城」（ 「 代島 上文書」）と記 て 、島の城 「城」として

て と るとする る〔日 佐 2002〕 「 城」と 現

、能島 上 の としての城の を み る と る の「 代島 上文書」に

「 城」と 、 の史 に「能島城」の文 な 、能島 上 にと て城 る

、 る の とを して る  

文 研究に て 、能島城に の 能 る な の ま 、

文 10（1541）年 の能島 上 の を る内 と、 の ２（ ）年の に

る能島城 を て る の軍事的 の ま の に 、現 の
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を 成 と指 て る  

15年（1587）年に 川 景の に て、能島 上 代島に と

川 景書 （『 代島 上文書』）な る 、山内 能島城の 城を の とみ

て し な と指 して る〔山内 1992 1998〕 ・ 城に関する文 史 研究

の指 に て に重要 、 なくと 城 に て 報告書に記し 考古

学的な成 と な  

上の に、文 史 に て「城」 「要 」、 ま 軍事 としての能島城の を る

と ま 「 」としての城 る のの、 用 の 城内の 活な

を文 史 み る と し 、 の に て 、 すると 考古学的に

に る  

ま 文 （1594）年に能島 を し 島 の新 の日記に ると、「 島と

、 賊を る な 、 の にて、 上 の 心 く な 中に

を して」（「新 日記」『 記 雑 編』 32）と 〔山内 2004〕、能島城

城 に の存 を て な る  

の 、 ２（1689）年の 地 に に し、能島に 存 す

る に〔 2002〕、 の の 地 化に 世に の み、 に

て と松の る な島 と景観 化して  

 

）「海賊」に て 

 指定 に て「伊予水軍」 る 「瀬戸内水軍」と を用 て の 地として

の能島城を 調して る 、 上 に関して 「水軍」 なく「海賊」 の

るとする 年の研究成 、日本遺 のスト な 「 上海賊」と 用 を 調

して る 研究 ）に て の を ると、 に の る  

 ・「水軍」 戸 代 の 世にな て の 、 代に 能島 上 を「海

賊」と 一 史 る  

 ・ 初 に し 「水軍」と 用 、海軍の と く、すな

ち軍事的な用 ま のみの を す「水軍」 、 年の研究

にな て る能島 上 の な てしま  

・中世瀬戸内海の「海賊」 な海上活 を 日本史上 の「海の 」として

づ る と 、 の「pirates」 現代海賊と 史的・地 的 景 なる し

て、能島城 中世日本に る「海賊」の城郭と づ る と 、本計画に

て 「水軍」 なく「海賊」と を用 る ととする  

 

）「水軍」と「海賊」に関する な研究 

・ 川一 2005「瀬戸内海の  能島 上 」『 上 文書調査報告書』 教育委員会 

・ 上海賊 会編 2019『日本遺 上海賊調査研究成 報告書 中世日本の海賊と城』 

・山内譲 2015『瀬戸内の海賊 上 の 版 』新 社 書 

・山内譲 2016『 水軍 史』 川 文  

・山内譲 2018『海賊の日本史』講談社現代新書 
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（２）  

）地  

平成 14（2002）年に能島

崎島の を

平 等を 成し、平成 18

（ ）年 に策定し 『史

跡能島城跡保存活用基本計

画』に て 、 13 のと

、地 の再 を

て る 本計画に て

地 に の

とする 、調査 保護の

を に る 、郭Ⅱを

・ ・ に し、 る

「郭 の 」「郭Ⅱ

の の 」な

、 要 に て を

する  

 ）  

能島 

能島 島 を大 く三

に 平して 、 郭に

る 部の郭 （ 25

）、 を く 郭の

を する郭Ⅱ、 に

する郭Ⅲ する ま 、

、 に 出し

に な郭

成 る 郭 、郭 とし、一 的に出郭と評価 る に、能島 に 、

平 成 、 を 部平 地と 、能島 と に する郭と考 て る

ま 、 島の 崎島の 部 平 る と 、郭 として る な郭 上 る

、 部に な平 く 成 て る と 郭Ⅱ 郭 の 、郭Ⅲ

の 部平 地 、 ま の 上 る  

 現 地 を る 、能島城の 、 の 能を し と 考 る な を

て な 海 に し の な 、 的 地 の

る 、能島周 を る し、 の上 、 ま 郭の に土 成 て な

跡 な ま 、 を する 、 の 現 な  

海 部の ま 能島 の な入 、 を 成し周 の

13：地
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瀬戸を する の に して る と 、能島城の 要な としての 能

定 る ま 、 部海 、能島 海 を し、瀬戸に する と に

に し の となる 、中央部 的 る の 部平 地に する

海 、現 の て る のの、 に る の 、

ま と の の の 、 な し て、 の に し

海 、 ま と 部海 の中央 となる  

 海 部 郭 の城内 、 的 、 に平 成 る ま

、 部平 地 郭Ⅲ・郭 、 部海 郭 の の なくと ト 現

の地 定 る 現 の と る 、 に現 と の城内

重なると 定し 、 構 、 に て な な  

 の に、能島に 、郭 Ⅲ、出郭と る郭 、 、 して 部平 地 し、

の郭を と、海と郭を 、 と考 る な とな 、 を て

ると考 る し し、 を 、土 、 、 と 山城に な

、ま 、 雑な 構 な な 、 て な 構 、城

の と考 る  

 な 、 しく する 現 に る の成立 に て 世紀中葉と考 る  

 

島 

 崎島に の郭 （ 崎出 ） 成 て （ 18 ）、 部に

（ 指定文化財）を る る 、 戸 代の 能 る の 、

11（ ）年に し、現 の の 平成 10（1998）年の再 る

崎島に な 、 世の文化財 る 能島城との関 と

考 る ま 郭 に 代と る五 の部 基 る 、 の く

の る のの、鵜島 入 と 古 の 、 にのちの調査 郭 に

地等の の となる遺構 出 て な と 、能島城との関 と考

る  

崎島の周 に しく の る の に土 、 、 な の

な 崎海 の 、 に ト く る 、 構 、

の な 海 に 海上 の 地蔵 る 、現 の の 平成２

（1990）年 に の る の地蔵 に 海中に して ると

る 、初代地蔵の年代 なく、現 能島城との関 を る と な  

 

 ） の  

 な る を として能島城の を と評価するの の るとし、

に 現 な の存 を 調し 解 る すな ち、「海 とな 、

土 」 、 を として活用 る海 上 になると 方 る〔山

内 1994〕 に 大 10 ト（ 18 ）に なる大 の に を し

と な  

 し し、 を に 定な とする 方 る〔日 佐 2002〕 ま 大 て
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一日 、 の周 ま 、大 に し 上 物 の

となる ま 、 に 大 1.4 ト（ ２ ）の 、 を し

て る な に る 定な ると評価 る  

 と 、 海 、 に る インの構 な て と考 ると、 ま

なく周 の海 能島城の の一部として る と  

 

（ ） に 調査の成  

）経 と調査 要 

 調査に て 、平成 15（2003）年 平成 （2015）年 に て 部 郭の

調査 、 の 報告書として て ま 、平成 30（2018）年 に 、本計画

策定に の基 となる ま の調査 と 新の研究成 を 報

告書を し  

 、地 とに調査 をまと る ととし、 の 、 調査報告書 報告

書を 調査報告書 １のと る  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１：発  

年 イト ・編 ・

埋蔵文化財調査報告書 集
史跡能島城跡－平成 ・ 年 ト調査報告書－

教育委員会

埋蔵文化財調査報告書 集
史跡能島城跡－平成 年 ま 調査報告書－

教育委員会

2008
埋蔵文化財調査報告書 集

史跡能島城跡－平成 年 能島 部海 調査報告書－
教育委員会

2009
埋蔵文化財調査報告書 集

史跡能島城跡－平成 年 郭 ・ 部平 地調査報告書－
教育委員会

2010
埋蔵文化財調査報告書 集

史跡能島城跡－平成 年 郭Ⅱ・郭Ⅲ・ 部平 地調査報告書－
教育委員会

2011
埋蔵文化財調査報告書 集

史跡能島城跡－平成 ・ 年 郭 ・郭 ・郭 ・ 部平 地 海 調査報告書－
教育委員会

2012
埋蔵文化財調査報告書 集

史跡能島城跡－平成 ・ 年 郭Ⅲ（ ２・ ）調査報告書－
教育委員会

2013
埋蔵文化財調査報告書 集

史跡能島城跡－平成 ・ 年 郭Ⅱ（ ２・ ）調査報告書－
教育委員会

2014
埋蔵文化財調査報告書 集

史跡能島城跡－平成 ・ 年 郭 調査報告書－
教育委員会

2015
埋蔵文化財調査報告書 集

史跡能島城跡－平成 年 城内 調査報告書－
教育委員会

埋蔵文化財調査報告書 集
史跡能島城跡－平成 年 城内 （ ２ ）調査報告書－

教育委員会

2019
埋蔵文化財調査報告書 集

史跡能島城跡－平成 年 に 調査 報告書－
教育委員会
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） ト・海 （ ス）・ 部平 地の埋 立て

 能島・ 崎島の周 を る の平

地 る海 （ ス）と 382基の

ト る 能島城の 大の 海 部の遺

構に ると て なく、と

ト 予 島の を中心とし

海 の城を とし 中世遺跡に に

る遺構 、地域 の遺構として

て重要 る  

 ト 、 、 、 、 物

な 、 崎城 島城跡の

調査 トに て に

て を る と る と評価 て る 、能島城 な

の 海 に て なる と にな て る  

 部海 、 、 ト み の の 物 に の

な 出 、 み 、 海 内 地 に て 能 な て と考

る ま 、 部海 と 部海 に 1 基 １ を る大 ト

て 、 活用水を る 能を 水 ると 定して る  

ま 、 トと る ト 、海 ス上 の海

ス上 に、 なくと ５基 を の を て と考 、海 ス

上 の として 用 て と考 る ま 、 ま に 、 に を

土 地 て 、 世紀 の のと て る  

 部平 地 、中世 に る海 埋 立て地 、 土 と に

な て る １ 、15世紀 に 成し、上 に の ２

世紀 の 成 、上 に な る 、 立 物跡な

な の 世紀中葉に 成して 、上 に な の遺構 、

として 用 能 る な 部平 地の 、 に 平

出 る「 」の として評価 、 土 地 の と考 る

現 に な る に の構 中世 ま る と

を す 重な遺構 る  

上の と 部平 地の な 、 なく、物 の

、海 物の 、軍事 な を 的 と

て る  

ま 、 部平 地の埋 立て地 に て 、 基

部 上 なく 上に構 て る と とな

に、 の海 118 本の 出 、 に

て る と 、 出 物 等の構 物となる

能 く、埋 立てに 護 用の と考 て る 、

（大部 48（ ）年 の し して る）の年代
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な 、埋 立て 中世 る 、 の護 要 、

に する 能 る  

海 部 、 の 物 の の を る の 的な て る して

ま 的な 、 部平 地 な の 的 、 部海 のメン ン

ス を と考 、海 とに の なると る

） 遺構

 能島城の 、 を に 平し 構 、山 の な に 水の

遺構 る る に 土 地に て て 、 の 世紀

に に て る 海 と郭を 遺構 、 部平 地 郭 方 、 部海

郭Ⅱ 、 ま 郭Ⅲ方 出 て る の の地 遺構の

能 る地

部平 地 郭 の を に 平し、平 を成 して と

ま 、郭Ⅱ と郭 の に を成 し 平 、 に る と

の の調査 、海 部 と く の 能 と 、 出 成

の平 と 遺構 ト 、 なくと 一 、 世紀 に 、 土 地に

る て る と ま 、海 ス に上 ２ の平

て 、 成 と の ト 出 、 土 地に を て

る て る 郭 の現 の に 成 と考 る

、 の 跡の 能 と て る 一方、郭 の として 、 成

一部 土成 な平 、 遺構の一部を す 能 ると考

る

）郭の調査

（ ） 

郭 能島 部に する 郭 の を 平して 、 の 出部

土 地に 郭を して る と とな の 世紀 と考 る  

す 遺構として 、 立 物跡と地 遺構 る 立 物跡 、 ２

２ の 物跡 、 出 と立地 を井 に 構 し 「井 」と

る 能 る 一方、地 遺構 、土 土器 １ と ５ 一 出

土して 、 物の る の な に の 跡と考 る し て郭

、 なる 活 なく、 としての 能 日 的な として 用 と

る の 世紀 と考 る 、 に て 的 用 る  

（二 ） 

 郭Ⅱ 、郭 を る の を して る 、 、 の に 平 を し、

を の 平 る  

郭Ⅱ 、 の 立 物跡と大 方 土 、地 遺構と る遺構

立 物跡 郭 出 のと 、井 の 能 る 物跡
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２ 、内部に と考 る 存 する 大 方 土 と に

土 る に して 、水 遺構と 定 て る 地 遺構

、周 に のを 33 の 出土して る  

 郭Ⅱ 、 立 物跡 の ち

１ 、 を 、能島城 出

立 物跡 大 る 出土遺物 、 世紀

に と考 る の の 物跡 平

ン 存 なく、 上の て

と考 る  

 郭Ⅱ 、 立 物跡 、地 遺構 １基、

大 方 土 基 立 物跡に ２

の の １ と、 ２ の の ２

出 て 、 出 、 なくと ２ 上の

て と考 る 土 土器 25 と 13

埋 出 地 遺構 、 な の

物に関 する 跡と て る ま 、大 方 土 基

、 と に水 遺構と考 て る  

郭Ⅱ 世紀 と考 る 、 的な 用

と ま 、 立 物跡の 出 等

、郭Ⅱ に城内の として 能して 能 と考 る  

（ ） 

 郭Ⅲ 、 な を して る 郭Ⅲ 部

、 地 を 土 成に 平 にして る な

遺構として 、 物跡 、 の

２ 、 中央に 、

２ る 物跡 能島城に て１ の

み る と 、城内に て な を

物 ると る  

郭Ⅲ 部 出 な遺構 、２ の

立 物跡 ２ 、大 方 土 ２基、 遺構

る 調査 の に２ ２ 井 の

能 る 立 物跡の存 ２ の 立 物跡 、 出

と を して て て る 大 方 土 に て 、郭Ⅱ 、 の遺構

と に、 と に 土を て る と 、水 遺構と考 て る ま

、 遺構 、 跡 業 の 用と考 る水 、 業 と る

土 とと に、 、 、 の な の 関 遺物 出土し と考

、城内 する 器の て と考 る  

出土遺物 遺構の 出 、郭Ⅱと に郭Ⅲ の を し

跡  

跡
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と る 、 に としての 用 と て る

世紀 る 、 世の出土遺物 る 、能島城 城 の 用 と

て る  

（ 南 ） 

 郭 、 出 と 、能島 に 出し

の 部に する出郭と る 郭 の の一

部 の 土 地 、平 の成 る

的 と考 る  

出 な遺構 、 110 基、 立 物跡

２ 、地 遺構１基 立 物跡の１

２ 、 と る

物内部に １ 、１ １ の

な 物跡 、 なく な の 能 定

る 、 の１ と する 能 、入 の土 な と 考 る 地 遺構

、土 土器 28 、 82 出土して 、 の郭 出 の遺構の中 大

る 出土遺物 出 遺構 、郭 の郭と なると考 、城内

的な と考 て る  

（ ） 

 郭 、能島 に 出し 上に 成 郭 、瀬戸を に鵜島を

の郭 、 ま と の 古 器 と考 て 伝承の域を しな

調査に て を平 に成 し 遺構 51基、土 １基、 を に

出し 遺構 出 、 伝承を する遺構・遺物 な 、

２ ２ の 物跡の存 指 て 郭 郭Ⅱ な 出 井 の 能

る 遺構に て 、上 平 にな て 、土 に する の 能 考

、 大 0.3 と に 、現 用 る す 遺物に、

部に「 」 書 土 土器 る 「 」の に に一 と 、

な の 能 指 て る  

（ ） 

 郭 、 崎島の 部の平 に 、 の周 部 土に て平 を して る

調査の 、 基の 立 物跡と、方 土 １基、 遺構２基 郭 、

２ ２ の 物跡 出 、井 の 能 、 出 能島との に 要な

と 考 て る 郭 、 ２ の 立 物跡 ２ 出 、

出 存し 能 指 て る 方 土 、 の郭 出 大 方 土 と

の 水 遺構の 能 る  

出土遺物 15 世紀 世紀中葉 、 の郭と し な て

地  
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る 崎出 、能島城内 一 を と る の 日に
し く

島、 ま

能島 上 域の を と る 、 な の 定 る  

）遺構・遺物 み 郭の 用

郭 出 遺構の 15、年代 の に て 、 ２に して る  

出 な遺構に、 立 物跡 20 、 物跡１ 、大 方 土 基、

遺構１基、地 遺構 基 る  

 立 物跡 ２ 四方の 物跡 郭 、郭Ⅱ 、郭 に 、 の 能 る の

郭Ⅲ 、郭 に して る 郭 を 、能島 に集中して 、井 の 能 指

て る の ２ る の の く、 ま と考

る 郭Ⅱ ・ ・ 、郭Ⅲ の 久的に

能 指 る  

 物跡 郭Ⅲに し、 （ ま ・ 部平 地） に ス る

、 一の 物 る 、 し 陶磁器の の の出土

「 」 と 定して る  

 大 方 土 、 と に 土 をし 土 、一 ２ を る大 の の 立

立 物跡に する と 、 の構 「水 遺構」と 定して る 能

島城 井戸等の 水 な 、 の「水 」に るを な と

、 水の を し を な 大 の土 を し、 水を 、 用し の

と考 る  

 遺構 郭Ⅲ 出 、「 」 て と とな 能島城

、 る の の る 城内 と

考 る  

 地 遺構 基 て る 、 古 15世紀中 、 の 、

と な地 の て と る 海賊 の の一 を み る と

 

遺物の出土 を すると、 郭の の を に しく る と る 郭 、

土 土器 （ る「 」）

95 を るのに し、 ・ な

の 蔵 、 ・ ・ な の調

な 、 に用

る イ と考 て る 、能島

城の 郭 、 なく 日 的

な と る  

一方、郭Ⅱ 立 物の な

に 、 活 器 ・ と に

に出土して る と 、 な

として る に郭Ⅱ

に関して 、 と る
14： （発 １ ） 

郭

0% 郭

12%

郭

5%

郭

15%

郭

3%
郭

8%
郭

2%郭

0%
郭

16%

39%
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し 陶磁器 の郭と て 出して と 、 定 な 、上

の 能 る 郭Ⅲ 、 の存 、 活を する の郭

と考 る 崎島の郭 に の 物跡と 活 器 く出土して る と 、

としての ると る  

ま 、能島城 に用 る土 500 上出土して る 、 の出土 を ると海

の郭 る 部平 地 く、 の 活 る郭Ⅱ、郭 る 平 に

の郭に て の 入 な て の 城内を とする海賊 の 活と

業の 的に る  

２： （ P.112 用） 

地点 遺構 略号 規模 時期 時期比定根拠等

郭Ⅰ
掘立柱建物 SB-１ ２間×２間 16Ｃ前葉以降に廃絶 柱穴埋土の景徳鎮白磁皿

地鎮め遺構 SP-175 皿１、銭５ 15Ｃ後半 土師質土器皿（草戸千軒町編年Ⅳ期前半）

郭Ⅱ東

掘立柱建物 SB-１ ２間×２間 時期不明 SB-２、３と切り合うが前後関係不明

掘立柱建物 SB-２ ２間×３間 時期不明 SB-１、３と切り合うが前後関係不明

掘立柱建物 SB-３ ２間×３間 15Ｃ末～16Ｃ初以降に廃絶 柱穴埋土の土師質土器皿

大型方形土坑 SK-１ 長2.4～2.8×短1.75～2.05m 時期不明 SB-２と並存か

地鎮め遺構 SP-１ 銭33 時期不明 紹定通寶（初鋳1228年）以降

郭Ⅱ南

掘立柱建物 SB-４ ３間×４間 16Ｃ前半以降に廃絶 柱穴埋土の土師質土器皿

掘立柱建物 SB-５ ２間×４間 SB-４廃絶後 柱穴の切り合い関係

掘立柱建物 SB-６ ２間×３間 15Ｃ以降か 柱穴埋土の亀山焼系瓦質土器擂鉢

掘立柱建物 SB-７ ２間×４間 時期不明 切り合い関係、遺物なし

郭Ⅱ西

掘立柱建物 SB-８ ２間×４間 盛土⑥層以降 盛土⑥層はSK-７（15Ｃ中～後半）以前

掘立柱建物 SB-９ ２間×４間 盛土⑥層以降 盛土⑥層はSK-７（15Ｃ中～後半）以前

掘立柱建物 SB-10 ２間×３間 15Ｃ中頃～後半以前 地鎮め遺構SK-７に切られる

大型方形土坑 SK-３ 長2.2以上×短1.9m以上 時期不明 SB-８、９と並行か

大型方形土坑 SK-４ 長3.1×短1.63m 時期不明 SB-８、９と並行か

大型方形土坑 SK-５ 長1.4以上×短1.16m 時期不明 SB-８、９と並行か

地鎮め遺構 SK-７ 皿25、銭13 15Ｃ中頃～後半 土師質土器皿（草戸千軒町編年Ⅲ期～Ⅳ期前半）

郭Ⅲ南東 礎石建物跡 SB-１ ２間×４間 16Ｃ前半以降 先行する石列内の備前焼大甕

郭Ⅲ北西

掘立柱建物 SB-２ ２間×３間 時期不明 SK-４、５と並行する可能性あり

掘立柱建物 SB-３ ２間×３間 16Ｃ前半以降 鍛冶遺構以降

大型方形土坑 SK-４ 長2.7×短1.9～2.0m 鍛冶遺構に先行 鍛冶遺構に切られる

大型方形土坑 SK-５ 長2.95×短2.0～2.1m 16Ｃ前半以前、鍛冶遺構に先行 埋土の遺物から16Ｃ前葉以降に廃絶、鍛冶遺構に切られる

鍛冶関連遺構 SX-６他 - 16Ｃ前半頃 放射性炭素年代測定+SK-５との切り合い

郭Ⅳ

掘立柱建物 SB-１ １間×１間 15Ｃ末～16Ｃ初か 地鎮めの可能性があるSP-47出土遺物

掘立柱建物 SB-２ ２間×４間 15Ｃ後半～16Ｃ初以降か 内部のSP-51の土師質土器及び地鎮めSK-１

地鎮め遺構 SK-１ 皿28×銭82 15Ｃ末～16Ｃ初 土師質土器皿（草戸千軒町編年Ⅳ期後半新段階）

郭Ⅵ

掘立柱建物 SB-１ ２間×２間 15Ｃ末～16Ｃ初頭頃以降の廃絶 埋土の遺物

掘立柱建物 SB-２ ２間×４間 16C前半以降の廃絶 埋土の遺物

掘立柱建物 SB-３ ２間×４間 時期不明 SB-２と並存か

大型方形土坑 SK-１ 長1.62×短1.16m 16Ｃ前半以降の廃絶 埋土の遺物
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）能島城の 用 の

能島城１ （15 ） 

部平 地の 土 地１ 成し 、 の とを 的に評価すると、能島

郭の 成 本 的に と る 能島 上 に る「能島」の 用 、出

土遺物 の の を て 定的に出土する 14世紀中 と考 て 、

の 「 城」 となる 定 な 文 上の能島 上 の な初

５（1349）年 る 、 調査の成 と する 15世紀 ま に 城

、 陶磁器 の 入 し、 用の本 化 る な 崎島 、 の の

な 出土して る 用 る 、 出 遺構 する と

考 る の 用 る

能島城２ （15 ） 

郭Ⅱ 土 地 、 くと 15世紀 に 成し、 の を 用して 立

物 地 遺構 る 15世紀 と考 る地 遺構 郭

、基 となる郭 構 て て、 、 、 、 磁 、 、 磁

３： （ P.131 用） 

※性格・機能・器種の分類は〔柴田2003〕を参考に作成した ◎ 半数以上（各郭出土遺物の50％以上を占める）
※食膳具の皿には、灯明皿を一定量含むが細分はしていない ○ 多い（同20～30％程度）
※貯蔵・調理・煮炊具は器種分類が困難な小破片を含むため、細分していない ○－ やや多い（同15％前後）
※壁土状土塊は、数量を把握していないため有・無で記載 △＋ やや少ない（同10％前後）

△ ごく少量（同５％未満）
× 出土していないか、小片のため確認できない

性格 機能 器種

郭Ⅰ 郭Ⅱ東 郭Ⅱ南 郭Ⅱ西 郭Ⅲ北西 郭Ⅲ南 郭Ⅳ 郭Ⅴ 郭Ⅵ

特記事項

南部平坦
( 参考）

見近島
（参考）

掘立１
（２間総柱）

地鎮め１

掘立１
（２間総柱）

掘立２
（建替有）

水溜め１
地鎮め１

掘立４
（建替有）

掘立３
（建替有）

水溜め３
地鎮め１

掘立２
（２間総柱）

掘立２
（建替有）

水溜め２
鍛冶１

礎石１ 掘立２
地鎮め１

掘立１
（2 間総柱）

掘立１
（２間総柱）

掘立２
（建替有）

水溜め１

盛土整地
（以下、整地層

出土遺物のた
め、南部平坦地
の機能を示す

ものではない）

建物 15
土器溜り

生活

食膳具 碗・坏・皿 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 郭Ⅰ土師質
土器皿突出 ○ ○

貯蔵具
調理具
煮炊具

甕・壺
擂鉢・卸皿・臼
鍋・釜

△ ○ ○ ○ ○ ○ △＋ △ ○－ 郭Ⅰ以外は
一定量出土 ◎ ◎

奢侈品
（希少品）

青磁瓶・盤・香炉
褐釉・三彩等 △ △ △ △ △ △ × × △ 郭Ⅱ西・郭

Ⅲ南多い △ △

茶道具 茶臼・茶入れ・天目茶碗 △ △ △ △ △ △ × × △ △ △

文房具 硯・水差し △ △ △ △ △ △ × △ △ 水差しは郭Ⅱ
東の 1 点のみ △ △

遊戯具 碁石・瓦玉 △ △ △ △ △ △ △ × △ △ ×

化粧道具 鉄漿皿（銅製容器）
鉄漿壺 × △ × × × × △ × △ △ ×

その他 砥石 △ △ × △ × △ × △ △ △ △

銭貨 唐銭・宋銭・明銭
無文銭（単独出土） △ △ △ △ △ △ △ △ △ 全郭出土 △ △

宗教
仏具 土製仏像 × × × △ × × △ × × 郭Ⅱ西・郭

Ⅳで各 1 点 × ×

地鎮め 銭貨（一括出土）・皿 △ △ × △ × × △ × × ４か所 × ×

生業・生産

漁具 土錘 △ △ △ △ △ △ △ × △ △ △

農具 鋤 × × × × × × × × × × △

鍛冶 羽口・鉄滓・鍛造剥片 × △ △ △ △ △ △ △ △ 鍛冶遺構は郭
Ⅲ北西のみ △ △

軍事

武器 鉄鏃・小刀
刀装具・刀子等 × △ × △ × △ × × △

郭Ⅲ南・郭
Ⅵやや多い

△ △

武具 小札・八双金物
覆輪・鞐等 × × △ △ △ △ × × △ △ △

附属品 笄 × × × × × × × × × × △

建築
金物 釘・鋲 △ △ △ △ △ △ △ △ △ 全郭出土 △ △

その他 壁土状土塊 有 有 有 有 有 有 有 無 有 有 有

遺構・遺物から想定される郭の主な性格 儀礼
監視 居住 居住 居住

（上層）

居住
生産

監視？
倉庫 居住

（儀礼）
不明

監視？
居住
監視

多目的
ヤード

集落
流通拠点
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実年代 時期区分 能島村上氏をめぐる動向利用形態の変遷

1350
1349 年　「野嶋酒肴料三貫文」（「東寺百合文書」）
　　　　  能島村上氏の初見史料

1434 年　伊予・周防の海賊衆、因島村上氏、遣明船を警固（「満済准后日記」）
　　　　  足利義政、野島関立等の討伐を小早川氏に命じる
　　　　（「足利将軍御教書并奉書留」）

1456 年　能島村上氏などの弓削島荘園の「押領」が非難される（「東寺百合文書」）
1462 年　能島村上氏、小早川氏一族小泉氏らとともに弓削島を押領する
　　　　（「東寺百合文書」）

1510 年頃　能島村上氏が細川高国から「塩飽嶋代官職」を与えられる
　　　　　（「屋代島村上家文書」）　

1536 年　村上武吉の誕生（「光林寺文書」）　
1541 年　「能嶋」が大内氏配下に攻撃される（「安芸白井文書」）
1547 年　厳島神社神主の「能嶋在城」（「厳島野坂文書」）
　　　　  この頃、村上武吉が家督を継承か
1551 年　大内氏の滅亡
1555 年　厳島合戦

1571 年　「能嶋要害」が来島・因島村上氏らに包囲される（「萩藩閥閲録」）
1577 年　讃岐元吉城からの元吉の帰着が「御帰島」「御帰嶋」と記される
　　　　（「屋代島村上文書」）
1584 年　能島村上氏が国分山城を普請（「屋代島村上文書」）
1586 年　フロイス一行らが能島城に立ち寄る（『フロイス日本史』）
1587 年　能島村上氏が屋代島に移る（「屋代島村上文書」
　　　　  小早川隆景の筑前国替えに伴い、この頃に能島城退去か
1588 年　海賊禁止令
1594 年　島津氏の家臣新納忠元が能島沖を通る（「新納忠元日記」）

1400

1450

1500

1550

1600

能
島
城
１
期

能
島
城
２
期

能
島
城
３
期

能
島
城
４
期

12 世紀後半～ 13 世紀前半の遺物が散見

貿易陶磁器・備前焼の安定的な搬入が

開始される

南部平坦地の盛土整地開始

南部平坦地の盛土整地（第１段階）

貿易陶磁器等の遺物量が増加

少なくともこの頃までには、郭Ⅰ・郭Ⅱ西

で岩盤成形の郭を形成されている。

郭Ⅱ西では盛土整地も確認。

郭Ⅱ西で掘立柱建物の存在が確認される。

地鎮め遺構（郭Ⅱ西）

地鎮め遺構（郭Ⅰ）

出土遺物、遺構からみた城の盛期

生活容器類、貿易陶磁器等の増加

掘立柱建物とその建て替え、大型方形土坑

が郭Ⅱ、郭Ⅲで確認される

郭Ⅲには鍛冶屋が存在

盛土整地による通路の改修、郭の拡大

南部平坦地の盛土整地（第 2 段階）

南部平坦地盛土整地（第 3 段階）の完了

鯛崎島の利用活発化

能島の北側に築かれた２間 ×2 間総柱建物

が井楼ならばこの頃か

貿易陶磁器など遺物量が減少するが、

継続して利用される

近世以降の遺物も散見される

、土 土器 な の 15 世紀代の遺物 く出土する と 、 な郭の 成と活 な 用

る と考 る の の能島 上 、 川 一 の とと に

島の を「 」するな （「 文書」）、 予 島 に活 して る と考

る 、能島城に関 し 記 る一 史 る  
能島城３ （15 16 ）  

16世紀 に 部平 地の 土 地２ 成し、 ま 部海 郭Ⅱ の

城内 、郭 の 出部な 、 地 土 地に る城の 平 の 大 る 郭

出 立 物 の ・ 、遺構 み と る  
郭 土 土器 出土土器・陶磁器の大 を 、 活 器 な と

の として 用 郭Ⅱ 、 、 の 平 立 物 存 し、 の

て る  
郭Ⅱ に として 用 る 、郭Ⅱ 陶磁器の出土 出し、

く出土するのに し、 陶磁器の出土 の １ にと まるな な

る 能島 上 の な ・ し とす 、 の と

定 る 郭Ⅱ、郭Ⅲ 立 物に 水 と考 る大 方 土 て

と考 る  
の郭Ⅲ の 物 の と考 、郭Ⅱ とと に能島城の中 域

と る 物 「 」と考 て 、 ま 部平 地 し

物 、 に集 能 る ま 郭Ⅲ 部 ま 、 る

な を中心とし て の 、 活 器 の出土

能島城の とみて し な  
能島城 （16 ）  

部平 地の 土 地の 、現 ま る郭の 成し

る 、 の 16 世紀中葉を画 として、 陶磁器 な に る 16世紀 の中国 陶

磁器 な 出土 る 、城の 用 て る と 、

に く 入 て 島 陶磁器 な な 、 の に 化

る 16世紀中葉を画 として能島城の 用 、 の構 化し 能 を して る

と  

郭 、郭Ⅱ 、郭Ⅲ 、 崎島郭 出 ２ ２ の 物跡 、埋土の出土遺

物の 16 世紀 葉 の と考 、 の す 16 世紀 中心

る 城内 の 活 ま の遺構として るな 、 の る井 と考 る

と 、 るな 、郭 瀬戸の 、郭Ⅲ 伯方島と鵜島の に る

瀬戸、郭 方 の 、 る に て を す

と 定 る  

ま 能島と遺物の なるの 、 崎島郭 る 16世紀中葉の を す中国 陶磁

器の出土 立ち、 島 城２ の 方〔柴田 2001〕と して る 崎島

の ま し 能 る の 景として、軍事的 の ま に る 方

の の 化な 定 、 崎島の 用 活 化し 能 る 器・ の出土

郭Ⅲ と の郭 立 と 関 な   

46

章 史跡の 要



実年代 時期区分 能島村上氏をめぐる動向利用形態の変遷

1350
1349 年　「野嶋酒肴料三貫文」（「東寺百合文書」）
　　　　  能島村上氏の初見史料

1434 年　伊予・周防の海賊衆、因島村上氏、遣明船を警固（「満済准后日記」）
　　　　  足利義政、野島関立等の討伐を小早川氏に命じる
　　　　（「足利将軍御教書并奉書留」）

1456 年　能島村上氏などの弓削島荘園の「押領」が非難される（「東寺百合文書」）
1462 年　能島村上氏、小早川氏一族小泉氏らとともに弓削島を押領する
　　　　（「東寺百合文書」）

1510 年頃　能島村上氏が細川高国から「塩飽嶋代官職」を与えられる
　　　　　（「屋代島村上家文書」）　

1536 年　村上武吉の誕生（「光林寺文書」）　
1541 年　「能嶋」が大内氏配下に攻撃される（「安芸白井文書」）
1547 年　厳島神社神主の「能嶋在城」（「厳島野坂文書」）
　　　　  この頃、村上武吉が家督を継承か
1551 年　大内氏の滅亡
1555 年　厳島合戦

1571 年　「能嶋要害」が来島・因島村上氏らに包囲される（「萩藩閥閲録」）
1577 年　讃岐元吉城からの元吉の帰着が「御帰島」「御帰嶋」と記される
　　　　（「屋代島村上文書」）
1584 年　能島村上氏が国分山城を普請（「屋代島村上文書」）
1586 年　フロイス一行らが能島城に立ち寄る（『フロイス日本史』）
1587 年　能島村上氏が屋代島に移る（「屋代島村上文書」
　　　　  小早川隆景の筑前国替えに伴い、この頃に能島城退去か
1588 年　海賊禁止令
1594 年　島津氏の家臣新納忠元が能島沖を通る（「新納忠元日記」）

1400
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1500

1550

1600

能
島
城
１
期

能
島
城
２
期

能
島
城
３
期

能
島
城
４
期

12 世紀後半～ 13 世紀前半の遺物が散見

貿易陶磁器・備前焼の安定的な搬入が

開始される

南部平坦地の盛土整地開始

南部平坦地の盛土整地（第１段階）

貿易陶磁器等の遺物量が増加

少なくともこの頃までには、郭Ⅰ・郭Ⅱ西

で岩盤成形の郭を形成されている。

郭Ⅱ西では盛土整地も確認。

郭Ⅱ西で掘立柱建物の存在が確認される。

地鎮め遺構（郭Ⅱ西）

地鎮め遺構（郭Ⅰ）

出土遺物、遺構からみた城の盛期

生活容器類、貿易陶磁器等の増加

掘立柱建物とその建て替え、大型方形土坑

が郭Ⅱ、郭Ⅲで確認される

郭Ⅲには鍛冶屋が存在

盛土整地による通路の改修、郭の拡大

南部平坦地の盛土整地（第 2 段階）

南部平坦地盛土整地（第 3 段階）の完了

鯛崎島の利用活発化

能島の北側に築かれた２間 ×2 間総柱建物

が井楼ならばこの頃か

貿易陶磁器など遺物量が減少するが、

継続して利用される

近世以降の遺物も散見される

：能島城 能島  
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）地域伝承と 調査成  

 本史跡に 、地域伝承 く 、本史跡指定地内に 伝承に関 る文化財等 て

る 、 な伝承を し、 能な 調査に る を る  

能島  

 出し の る 、能島に な て の 、 の に 物

埋 て ると をし 、 する 能島を ると、 の な て

の を る と る る 「 に な て の る 」と 、上 して

みて の なくなる ま 、地 の に くと、 に て な て の

を る と ると し し、 日 て の を して る と な と

 

目  

「三 の の出 を に『 一 の 』と の の に （ ち）の 『

一 の 』 て 」（『伊 水軍と能島城趾』）と 伝承に 、郭Ⅲに

の存 定 て 、 調査に  

 

郭 、鵜久森 の調査 に 「 」と 、現 地 て る を

る と と 能島城の 器 、 る 、 の鵜島に て を る 古を

て と 伝承 る 調査の 、出土遺物 しく、 な の 器 出土しな

 

（ 地 ）

、 崎島の の上に の地蔵 る年の 、

ジ と く の子 ジ 、島の く 子

ジ 島の く く に、 ジ 心し

て の上 を と 、 の に て

しま 、 ジ を まし に 、 くな て なく

な てしま の ち子 ジ て大 にな

子 ジ と する ジ を て、 崎島の地蔵

立ち上 、 の を 、 の ま て 地蔵 し

く海を 、 を の して 、 「 」と大 な を 出す

と、 、イ く の ち 、 ジ の周 に集ま て して、地蔵の

に て ジ を海 と して ジ ち 、「 年 年 とと に

に て ます 」と をして て 年、

ジ をしに る にな  

地
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（ ） 

 崎島の の中に 、地 「 ン ン ン」と る

て る 調査に ると に る「

年」の文 、 20（1413）年、 る 20（ ）年

に と る の構 地 戸 代

の のと考 、 指定文化財にな て る 、 な調査

て な の 24日に 出店 、大 の

に て をして ま 、 ン ン ンの日に 、

ジ して と （上記の ジ の ） 、 崎

島に 「 地蔵（ 崎地蔵）」 て る  

 な 、郭 の 調査 、 の年代と る 戸 代の遺物 と 出土し

て 、 の 跡 考古学的に な 11（ ）年に 立し

の 、現 の の 平成 10（1998）年の再 る  

ま に 20（1413）年の として 、15世紀 の に 遺構遺物

現 のと て な  

（ ）水中遺跡としての評価 

 年 、水中考古学研究の の保護の 方に関する み 中 、水中遺跡

としての づ 注 を て る に ト 、 に に する「水

の遺構」として の 指 て 、海と の を す 国的に 重な海 の遺

跡 る 、 な 保護を 要 る  

（５）周 の関 遺跡 

能島 上 の本 地の 方 、能島城のみ 解釈 る

の なく の大島 の関 遺跡に て 注 する

要 る 研究 、能島城の に する「水 」

の存 に し、水 「 なる 水の 地にと ま

な 海城の 地」として、海城と水 集 一 とな て

海賊 の を 成し と 指 て 〔山内 1994〕、

の 方 現 の とな て る 的に 水 、

跡、 城跡（ の遺跡）、 跡な 、

に 戸代 に する古 遺跡 トと

構 の「 」 海 て 、 上 関 遺跡 水中 周 に存 する

能 る  

能島城 方 １ に する 島（城跡） 、1980年代の 調査 年の 研究に

、城郭の 跡 、 し な 集 、能島 上 の の として

能して と 指 て る  

上の に、 を とし 周 に て 中世遺跡 て 、 と能島城

一 とな て能島 上 の本 地を 成し のと考 る  

能島城
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 ま の と保存を す の調査 

（１） の 史 

 指定 に て本史跡 大 な として 、 に 記の２ る  

 ） 48（ ）年 に る 部平 地 の  

 な 記 て な る 、 48（ ）年の に

、 部平 地の 大 に し、 の 土に て 出 と 49

（ ）年に 事 平成 22（2010）年に の を し、

部 と 存する部 に ての を て る  

 

 ）平成 30（2018）年 に る  

 本史跡 する の平成 30（2018）年 ５日 日に ての

、24 大 、 大 28.5 、 の すと 、 ま

経 し とのな し 本史跡 地  

 に し の 、能島 部の ま に し る 上部 ン

地 にな 、中 、 土 出し、地山 出し の 遺構の土 となる中世

の 、 の一部 、 る 土 郭 （本 ） の し、

郭 の 城 な とな 郭 土に て郭 成 て 、 の一部

して る 部 出し 土 、 部平 地に し にま る 、遺物

く ま て 、 日、 の 集を 部平 地に し 郭Ⅲ の 土

し と 、 に し、 とな 崎島 、 土とと に地山 大

く し、 出して の一部 して 、 崎出 の 城 能な

 
 

（２）保存を す要  

 ） 要 

に 本史跡の 調査 、保存 に 要な地 報、 水 出 の 遺構の

保存に る に て 調査 として 水 出 の 、 ・ に

る 浪な にして本史跡の価 を る の 的 子 る を要する部

に て ると 、 策 て ると る 本 調査成 に基

づ て保存を す要 に ての 要を る ととし、地 の現 と課題、保存の方

と方法に て 本計画 ５章 に て する ととし  

 

 ） 水等に る  

本史跡の保存を す要 の 一に、 水の 出に る、 ・ を る と

る とくに の 能を 海 に し な の 、 の 要と

て る 平成 20（2008）年 に 水 水基本計画を策定し、 の郭の とと に

る に計画 、 念な 平成 30（2018）年 に の 念 現 の

のとな 現 、 に みを して ると る の を

、現 水 出 と考 る に し と る  
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） ・ 浪・ 跡 に る海  

に、 し と 浪に る海 部の と る 大 10 ト（ 18

）に なる に の を 、 年 を て を し して

る ま 、 の 、 の を 、 ン 地 成 る の

と、 一の要 る 水 出と ま て、 の大 を くと考 る 平成 30（2018）

年 を ま ン 部 に土の を するな 策を

て 、 策の 化 要 る  

、 現 る を な 部 る 、新 な 題として、 物

な する に する （ 跡 ）の る

の 化 大 化に る の 大 る る

部に て 、す に な を て して る 、す

ての保護に 大な 用と、 景観、 史的景観を

な る の として、部 的な 事の

とと に、海 部に る遺構の 調査を して記 化を

ま 大 トに て を 、 を

成し 上海賊 ジ にて 公 を て る  

・   

大   
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） に る遺構の 景観  

に る 的に 、 の に る遺構・遺物の る 10（1935）年

の 真を する に て 、大 と なく、郭の と て  

 の現 の と の 方法を考 る に、愛媛大学の を て本史跡の

調査を平成 20（2008）年に し と 海 に し な 、 に て

て る と 、大 の る  

 ま 本史跡の 調査の 的の一 に、 の 遺構に る の調査を 定し 調査

の方法 、 を に し まま を 、 の 方を と 、 の を する

な方法 る 調査の 、 の 遺構を して る と 一 、 メイ

の 上を 、 土 に て 、土 土器 28 、 82 の上 、

重なる中を し、 を して る と とな の地 遺構 、 の

に を して の 、 の の になるととと に、 を 成する

の な に な の遺構 15 世紀 世紀初 に づ

る 、 500 年 て 遺構 、 の 代に メイ に て

て る と る  

 の の部 の埋土 、 の に なく入 み、遺構を

して く ま を くし の 、 土と の の に入 み、

を て るのと に に を まま 、遺跡を大 く する

 

 上の に、 の 郭の メイ 遺構に を して る と とな

メイ 、 初 国史跡の指定 の （1931）年 に 、 の 、 的

に と して 的に遺構を す にな 、 的に の

葉に て土 、 て な の する基 となる とな て

な と る 、 の事 にな 上、 の 策 要 る  

 の に て 、 の指 に て、平成 25（2013）年 計画的に を 、

現 郭の る に て る メイ に て 現地 会 ン

ジ 、 会を し、 一部 の集 な の 策を して ると る  
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５  ま の  

本史跡 、 28（1953）年に国指定史跡とな 、 48（ ）年に 愛媛県 『水軍文

化の里』に 定 、県の に る「文化の里 事業」を し の事業に 、本史

跡の のみな 関 文化財の 調査 し  

平成２（1990） （1992）年 に 、 ・四 ・ ・ ・ ン 等を し の

な国・県の を て 政 事業 に 、地域 に る 、 上海賊

の 史文化を活 し まちづく な 、 ま まな み て  

 平成13（2001）年 、本史跡の保存活用を 的とし 「史跡能島城跡保存 事業」

浪な の に て、 年 に島の の し、 な の

要 と 事業 の 景に る 、「史跡能島城跡保存活用基本構 」を策定して、

計画の と本史跡の保存と活用を る ととな  

ま 本史跡 、 ま 本 的な 調査 て な 、遺構の現 城の 能

な 、 な活用をする に 要な 報 し 、 に 調査を て本史

跡の考古学的研究を て く と 本事業の 的の一 として づ の成 の 要に

て 本 にて と る ま の史跡 の を に す  

５：史跡  

年度 史跡整備(A) 史跡調査(B) 補助内容等

昭和13年 ○鵜久森経峰氏の調査

昭和28年 ○国史跡指定（3月31日）

昭和48～49年
○環境整備、看板の設置

○海岸の石垣修理
A国費

昭和51年 ○ゴミ箱、ベンチの設置 A県費

昭和52年
○歩道(園路)の整備

○便所･案内板の設置
A県費

平成元年 ○接岸施設測量設計 A国･県費

平成２年 ○接岸施設整備工事 A国･県費

平成３年

○厠(便所)・石塁整備工事

○床几の設置

○除間伐･植栽

A国･県費

平成４年 ○見張場(四阿)･石塁･登城路(園路)整備工事 ○埋蔵文化財調査 A国･県費

平成10年 ○鯛崎島弁才天祠の復元

平成11年
○鯛崎島埠頭(接岸)敷設

○鯛崎島登道(園路)整備

平成13年 ○能島接岸施設改修工事 A国･県費

平成14年
○鯛崎島登城路(園路)整備工事
（弁才天祠参拝者の安全確保等）
○雑木の伐採

○能島城跡遺構測量 A国･県費

B国･県費
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年度 史跡整備(A) 史跡調査(B) 補助内容等

平成15年
○史跡能島城跡保存活用基本構想策定

○雑木の伐採（船だまり）

○岩礁ピット調査（第1次） A国･県費

平成16年 ○岩礁ピット調査（第2次） B国･県費

平成17年

○船だまり整備工事実施設計

○雑木の伐採（船だまり）

○報告書刊行（H13～16）

○船だまり整備工事に伴う試掘調査 A国費

B国費

平成18年

○船だまり整備工事（H19へ繰越）

○東部海岸整備工事実施設計（H19へ繰越）

○報告書刊行（H17）

○東部海岸整備工事に伴う試掘調査 A国費

B国費

平成19年 ○報告書刊行（H18） ○南部平坦地・郭Ⅰ（本丸）整備に伴う試掘調査
A国費

B国費

平成20年

○東部海岸整備工事

○史跡能島城跡整備基本計画策定業務委託（市費）

○報告書刊行（H19）

○郭Ⅱ（二之丸）・郭Ⅲ（三之丸）整備に伴う

　試掘調査

○南部平坦地整備に伴う試掘調査（2次）

A国・市費

B国費

平成21年 ○報告書刊行（H20）

○郭Ⅳ（東南出丸）・郭Ⅴ（矢櫃）整備に伴う
　試掘調査
○郭Ⅰ整備に伴う試掘調査（2次）
○南部平坦地整備に伴う試掘調査（3次）

A国費

B国費

平成22年 ○報告書刊行（H21・22）

○郭Ⅳ（東南出丸）整備に伴う試掘調査（2次）

○郭Ⅱ（二之丸）整備に伴う試掘調査（2次）

○郭Ⅲ（三之丸）整備に伴う試掘調査（2次）

A国費

B国費

平成23年 ○報告書刊行（H22・23）

○郭Ⅱ（二之丸）整備に伴う試掘調査（3次）

○郭Ⅲ（三之丸）整備に伴う試掘調査（3次）

○郭Ⅵ（鯛崎出丸）整備に伴う試掘調査（1次）

A国費

B国費

平成24年 ○報告書刊行（H22・23） ○郭Ⅵ（鯛崎出丸）整備に伴う試掘調査（2次）
A国費

B国費

平成25年
○報告書刊行（H23・24）

○雑木等伐採委託業務

○能島城内通路 整備に伴う試掘調査（1次） A国費

B国費

平成26年
○報告書刊行（H25）

○雑木等伐採委託業務

A国費

B国費

平成27年 ○雑木等伐採委託業務 ○能島城内通路 整備に伴う試掘調査（2次）
A国費

B国費

平成28年
○報告書刊行（H27）

○雑木等伐採委託業務

A国費

平成29年 ○雑木等伐採委託業務 A国費

平成30年 ○雑木伐採等委託業務 A国費
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能島、 崎島 し 能島 の ま 平成

（2005）年 に 調査を 、平成18 19（ ）年に て 海 部の 事

を て る ま に の 海 しく、ま の と

の 部海 平成18 19（ ・ ）年 に て 調査 計を

、平成20（2008）年に 事を し ま と に 保護 部 の

を 、 部海 存 の を  

海 部に て 、 部平 地を 、 的な を し、 の 水 出 遺構

に す て る郭の に 調査を し、平成 （2015）年 に予

定して 調査を て る  

し し、 ま に て 、平成30（2018）年 の 日本 大 に する

とな 、 念な 平成18・19（ ・ ）年 の 事 、予 の に して

を しな とになる な の に て （2019）年 に

事を し 、本計画に て の 策を入念に して く 要 る  
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